
                                           

東京都実行委員会の解散及び会則の廃止について 

 
 
 

 平成２６年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会の目的が達成されたの

で、同実行委員会会則第２０条に基づき、平成２７年２月末日をもって、同実行委員

会を解散し、同実行委員会会則を廃止する。 
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